
目
　
　
　
次

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
教
育
次
長
等
専
決
規
程
及
び
教
育
長
の
権
限
の
一
部
を
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
等
の
…
…
…
…
一

長
に
委
任
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

○
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
…
…
…
…
五

職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

○
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
…
…
…
…
五

る
規
則

○
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
五

○
山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
及
び
山
梨
県
立
文
学
館
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
…
…
…
…
六

則

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

庁
　
　
中
　
　
一
　
　
般

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県
　
　
立
　
　
学
　
　
校

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

古
　
　
屋
　
　
知
　
　
子

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
教
育
庁
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
三
項
中
「
、
配
達
記
録
郵
便
物
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
一
号

庁
　
中
　
一
　
般

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

県

立

図

書

館

県

立

美

術

館

県

立

博

物

館

県
立
考
古
博
物
館

県

立

文

学

館

県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

県
　
立
　
学
　
校

教
育
次
長
等
専
決
規
程
及
び
教
育
長
の
権
限
の
一
部
を
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
等
の
長
に
委
任
す

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
　
育
　
長

廣
　
　
瀬
　
　
孝
　
　
嘉

教
育
次
長
等
専
決
規
程
及
び
教
育
長
の
権
限
の
一
部
を
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
等
の
長
に
委

任
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中
「
水
道
管
」
の
下
に
「
、
自
動
販
売
機
」
を
加
え
る
。

一

教
育
次
長
等
専
決
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
第
五
条
第
十

号
二

教
育
長
の
権
限
の
一
部
を
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
等
の
長
に
委
任
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六

年
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号
）
第
二
条
第
三
号

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

号
外
第
二
十
五
号

火　曜　日



山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

山
梨
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

古
　
　
屋
　
　
知
　
　
子

山
梨
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
の
方
法
）

第
二
条
　
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
県
公
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
県
基
幹
統
計
調
査
で
あ
る
こ
と
等
の
明
示
）

第
三
条
　
教
育
委
員
会
は
、
県
基
幹
統
計
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
報
告
を
求
め
る
者
に
対

し
、
当
該
調
査
が
県
基
幹
統
計
調
査
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
事
実
並
び
に
当
該
調
査
に
つ
い
て
条

例
第
四
条
及
び
第
六
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）
の
適
用
が
あ
る
旨
を
、

調
査
票
に
記
載
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
員
証
）

第
四
条
　
条
例
第
五
条
の
統
計
調
査
員
は
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
統

計
調
査
証
を
携
帯
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
五
条
　
条
例
第
六
条
第
二
項
の
立
入
検
査
を
す
る
統
計
調
査
員
そ
の
他
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明

書
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
条
　
条
例
第
十
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
独
立
行
政
法
人
等
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年

法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。）、
会
計
検
査
院
、
地

方
独
立
行
政
法
人
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
及
び
土
地
開
発
公
社
と
す
る
。

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
統
計
の
作
成
等
）

第
七
条
　
条
例
第
十
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
統
計
の
作
成
等
は
、
次
に
掲
げ
る
統
計
の
作
成
等
で

あ
っ
て
、
調
査
票
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

知
事
等
、
議
会
、
国
の
行
政
機
関
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
前
条
に
規
定
す
る
者
（
次
号
に

お
い
て
「
公
的
機
関
」
と
い
う
。）
が
、
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
に
委
託
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

二

そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
公
的
機
関
が
公
募
の
方
法
に
よ
り
補
助
す
る
調

査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

三

知
事
等
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
、
そ
の

政
策
の
企
画
、
立
案
、
実
施
又
は
評
価
に
有
用
で
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等
そ
の
他
特
別
な

事
由
が
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

二



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

三

第１号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

四

第２号様式（第５条関係）



山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

古
　
　
屋
　
　
知
　
　
子

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の

職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関
の
職
員
の
職
の

設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
県
立
文
学
館
の
部
県
立
文
学
館
事
務
職
員
の
項
中
「
副
館
長
」
の
下
に
「
、
学
芸
幹
」
を

加
え
る
。附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

古
　
　
屋
　
　
知
　
　
子

山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
及
び
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
教
育
庁
組
織
規
則
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
二
号
中
「
及
び
山
梨
県
立
科
学
館
」
を
「
、
山
梨
県
立
科
学
館
及
び
山
梨
県
青
少
年

セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
社
会
教
育
団
体
」
の
下

に
「
、
青
少
年
育
成
団
体
及
び
青
少
年
団
体
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
　
青
少
年
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

（
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
く
知

事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
（
重
要
な
も
の
に
限
る
。）
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

古
　
　
屋
　
　
知
　
　
子

山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規

則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

県
内
の
小
学
校
、
中
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒

が
、
七
月
十
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
観
覧
す
る
と
き
。
●
条
例
別
表
第
一
に
定
め

る
額
の
全
額

第
四
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
十
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は

第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
号
、
第
五
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
を
「
第
二

号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
観
覧
の
承
認
に
関
す
る
」
を
「
次
の
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一
　
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
館
日
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
館
時
間
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
観
覧
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

（
山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
考
古
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員

会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

五



二

県
内
の
小
学
校
、
中
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒

が
、
七
月
十
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
観
覧
す
る
と
き
。
●
条
例
別
表
に
定
め
る
額

の
全
額

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
又
は
第
十
号
」
を
「
前
項
第
三
号
又
は
第
十
一
号
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
を
「
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、

第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
立
文
学
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
元
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

県
内
の
小
学
校
、
中
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒

が
、
七
月
十
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
観
覧
す
る
と
き
。
●
条
例
別
表
第
一
に
定
め

る
額
の
全
額

第
六
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
十
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
、
第
四
号
又
は

第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
号
、
第
五
号
、
第
十
号
又
は
第
十
一
号
」
を
「
第
二

号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
十
一
号
又
は
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
条
例
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
承
認
等
に
関
す
る
」
を

「
次
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

一
　
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
館
日
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

二
　
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
開
館
時
間
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

（
山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
立
博
物
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則

第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

県
内
の
小
学
校
、
中
学
校
並
び
に
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
部
の
児
童
又
は
生
徒

が
、
七
月
十
日
か
ら
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
観
覧
す
る
と
き
。
●
条
例
別
表
第
一
に
定
め

る
観
覧
料
の
全
額

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
又
は
第
十
号
」
を
「
前
項
第
三
号
又
は
第
十
一
号
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号
」
を
「
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、

第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
及
び
山
梨
県
立
文
学
館
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
　
員
　
長

古
　
　
屋
　
　
知
　
　
子

山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
及
び
山
梨
県
立
文
学
館
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
立
美
術
館
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
、
学
芸
第
一
課
及
び
学
芸
第
二
課
」
を
「
及
び
学
芸
課
」
に
改
め
る
。

第
六
条
総
務
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
中
「
美
術
館
協
議
会
」
を
「
美
術

館
協
議
会
等
」
に
改
め
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
　
指
定
管
理
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
学
芸
第
一
課
の
項
中
「
学
芸
第
一
課
」
を
「
学
●
芸
●
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び

第
二
号
中
「
近
代
美
術
」
の
下
に
「
及
び
現
代
美
術
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
近
代
美
術
資
料

等
」
を
「
近
代
美
術
及
び
現
代
美
術
の
資
料
等
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
近
代
美
術
」
の
下
に

「
及
び
現
代
美
術
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
中
「
学
芸
図
書
及
び
出
版
物
」
を
「
美
術
に
関
す
る
図

書
、
出
版
物
及
び
視
聴
覚
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
前
各
号
」
を
「
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
」

に
、「
に
関
す
る
」
を
「
及
び
現
代
美
術
に
係
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項

第
七
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

八
　
美
術
情
報
等
の
収
集
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
美
術
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

十
　
県
関
係
作
家
の
資
料
、
調
査
及
び
研
究
等
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
美
術
の
教
育
普
及
に
係
る
他
の
教
育
機
関
及
び
団
体
等
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
学
芸
第
二
課
の
項
を
削
る
。

第
七
条
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
イ
中
「
第
六
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
八

条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
九
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
一

号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
八
条
第
七
号
中
「
水
道
管
」
の
下
に
「
、
自
動
販
売
機
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
及
び
山

梨
県
立
美
術
館
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

六



以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ
　
美
術
館
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
館
日
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
八
号
ハ
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ
　
美
術
館
条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
館
時
間
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
八
号
ニ
中
「
第
九
条
」
を
「
第
十
四
条
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十

五
条
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
か
ら
リ
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
を
同
条
第
九

号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
十
二
号
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
を
同
条

第
十
一
号
と
す
る
。

（
山
梨
県
立
文
学
館
処
務
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
立
文
学
館
処
務
規
程
（
平
成
元
年
山
梨
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
総
務
課
の
項
中
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九

号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の

前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

指
定
管
理
者
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
一
号
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
、
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県

条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
都
市
公
園
条
例
」
と
い
う
。）
及
び
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
。）」
を
「
及
び
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九

年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下
「
都
市
公
園
条
例
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
号
チ
中
「
第
五

条
」
を
「
第
三
条
」
に
改
め
、
同
号
リ
中
「
第
六
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
削
り
、

同
号
ル
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
ヲ
中
「
第
九
条
」

を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
ワ
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
一
号
と
し
、

同
条
第
三
号
を
同
条
第
二
号
と
す
る
。

第
八
条
第
七
号
中
「
水
道
管
」
の
下
に
「
、
自
動
販
売
機
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
イ
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

イ
　
文
学
館
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
館
日
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
八
号
ハ
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
承
認
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
撮
影
の
承
認
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
の

承
認
等
」
に
改
め
、
同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ
　
文
学
館
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
開
館
時
間
の
変
更
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
第
八
号
ニ
か
ら
ト
ま
で
を
削
り
、
同
号
チ
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」

に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
リ
中
「
第
十
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同

号
ホ
と
し
、
同
号
ヌ
を
削
り
、
同
条
第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第

十
一
号
イ
中
「
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
料
公
園
施
設
の
利
用
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
都
市
公
園
（
有
料
公
園
施
設
を
除
く
。）
に
お
け
る
行
為
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十

条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
、「
返
還
」
を
「
還
付
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と

し
、
同
条
第
十
二
号
を
同
条
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
を
同
条
第
十
二
号
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

七



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
二
十
五
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

八


